
財務諸表に対する注記 

 

１.重要な会計方針 

「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委

員会）を採用している。 

 

(1)有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

移動平均法による原価法によっている。 

ただし、債券金額と異なる価額で取得した債券で当該差額が金利の調整と認められるも

のは、償却原価法によっている。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却原価

は移動平均法により算定）によっている。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっている。 

(2)固定資産の減価償却の方法 

定額法によっている。 

なお、ソフトウェアについては、利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。 

(3)引当金の計上基準 

退職資金給付準備金の考え方 

①退職資金給付準備金は私立学校設置者に対する退職資金の交付に備えて、当期末におけ

る退職事業積立資産の額を基礎として算出した金額を計上している。 

なお、退職資金給付事業として保有している退職資金給付引当資産は、全て退職資金の交付

のみに使用することと規定されているため、退職資金給付準備金は、退職資金給付引当資産

と同額になっている。 

②退職金給付事業に加入している教職員全員が退職したと仮定した場合に必要となる「期

末要支給額」は、令和 2年 3 月 31日現在 10,844,499,078円となっている。 

③年金数理計算に基づいて算出された「責任準備金」は令和 2 年 3 月 31 日現在、

11,982,031,000 円となっている。なお、年金数理計算は、ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾍﾟﾝｼｮﾝ･ﾅﾋﾞｹﾞｰﾀｰ㈱に委

託し、年金数理人が、加入年齢方式により算出している。当事業年度末の責任準備金は、年

金数理人が計算基準日の算出額から予定利率等に基づいて計算したものである。 

職員退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当法人が負担する期末要支給額の全額を計上している。 

(4)キャッシュフロー計算書における資金の範囲 

資金の範囲 

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。 

重要な非資金取引 

該当なし。 



(5)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

 

 

２.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

特定資産     

職員退職給付引当資産 

減価償却引当資産 

17,335,594 

104,938,000 

526,733 

6,910,000 

0 

0 

17,862,327 

111,848,000 

建物 128,501,065 0 5,309,960 123,191,105 

建物付属設備 9,136,486 0 6,915,744 2,220,742 

構築物 410,114 0 341,734 68,380 

土地 437,651,742 0 0 437,651,742 

貸付基金特定資産     

会員貸付金 1,630,020,000 0 128,260,000 1,501,760,000 

投資有価証券 644,590,100 200,000,000 121,124,300 723,465,800 

貸付資金特定預金 60,000,000 100,000,000 60,000,000 100,000,000 

事業推進積立預金 9,770,452 0 0 9,770,452 

退職資金給付引当資産     

定期預金 13,327,156 940,000,000 923,580,901 29,746,255 

投資有価証券 4,369,385,282 612,747,000 585,844,964 4,396,287,318 

合 計 7,425,065,991 1,860,183,733 1,831,377,603 7,453,872,121 

 



３.基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科 目 当期末残高 
（うち指定正味財

産からの充当額） 

（うち一般正味財

産からの充当額） 

（うち負債に 

対応する額） 

特定資産     

職員退職給付引当資産 

減価償却引当資産 

17,862,327 

111,848,000 

( 0) 

( 0) 

( 0) 

( 111,848,000) 

( 17,862,327) 

 

建物 123,191,105 ( 23,811,843) ( 99,379,262) ― 

建物付属設備 2,220,742 ( 0) (  2,220,742) ― 

構築物 68,380 ( 0) (      68,380) ― 

土地 437,651,742 (    0) ( 437,651,742) ― 

貸付基金特定資産     

会員貸付金 1,501,760,000 (1,223,934,400) ( 277,825,600) ― 

投資有価証券 723,465,800 (  590,546,185) ( 132,919,615) ― 

貸付資金特定預金 100,000,000 (   81,500,000) ( 18,500,000) ― 

事業推進積立預金 9,770,452 (      0) ( 9,770,452) ― 

退職資金給付引当資産     

定期預金 29,746,255 ― ― ( 29,746,255) 

投資有価証券 4,396,287,318 ― ― (4,396,287,318) 

合 計 7,453,872,121 (1,919,792,428) (1,090,183,793) (4,443,895,900) 

 

４.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科 目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物 

建物付属設備 

構築物 

什器備品 

ソフトウェア 

201,778,513 

104,573,756 

5,126,044 

15,893,661 

4,932,900 

78,587,408 

102,353,014 

5,057,664 

14,151,254 

1,068,795 

123,191,105 

2,220,742 

68,380 

1,742,407 

3,864,105 

合    計 332,304,874 201,218,135 131,086,739 

 



５.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上

の記載区分 

補助金       

静岡県私立学校振興基金造成費補助金 静岡県 733,000,000 0 0 733,000,000 指定正味財産 

静岡県私学会館整備事業費補助金 静岡県 13,153,243 0 543,587 12,609,656 指定正味財産 

静岡県私学会館建設事業助成金 市町村振 11,685,039 0 482,852 11,202,187 指定正味財産 

教職員研修事業費県補助金 静岡県 0 4,600,000 4,600,000 0  

教職員研修事業費研修福祉会補助金 福祉会 0 3,094,000 3,094,000 0  

私立学校退職基金造成費補助金 静岡県 0 268,000,000 268,000,000 0  

合 計 757,838,282 275,694,000 276,720,439 756,811,843  

 

６.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 

（単位：円） 

内 容 金 額 

経常収益への振替額 

減価償却費計上による振替額 

 

1,026,439 

合 計 1,026,439 

 

７.キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引 

(1)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通り

である。 

前期末 当期末 

現金預金勘定 973,231,610円 

預入期間が 3ヶ月を超える定期預金 －     0円 

現金及び現金同等物 973,231,610円 

現金預金勘定 916,129,436円 

預入期間が 3ヶ月を超える定期預金 －     0円 

現金及び現金同等物 916,129,436円 

(2)重要な非資金取引 

該当なし。 

 



８.その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにする

ために必要な事項 

金融商品に関する注記  

(1)金融商品に対する取組方針 

当法人は、公益目的事業の財源を補完するため、債券、投資信託、デリバティブ取引を

組込んだ複合金融商品により資産運用する。 

デリバティブ取引を組込んだ複合金融商品は仕組債のみで、3年から 5 年償還の国債を

中心とした運用商品に限っている。したがって投機目的のデリバティブ取引は行なわない。 

  

(2)金融商品の内容及びリスク 

  投資有価証券の内容は、債券、投資信託、仕組債であり、発行体の信用リスク、市場リ

スク（金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク）がある。 

   

(3)金融商品のリスクに係る管理体制 

①資金運用規程に基づく取引 

 金融商品の取引は、当法人の資金運用要綱及び資金運用管理基準に基づき行う。 

 新規商品については、資金運用委員会において検討のうえ理事会に諮って行う。 

②信用リスクの管理 

  債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、資金運

用委員会及び理事会に報告する。 

③市場リスクの管理 

 債券については、時価を定期的に把握し、資金運用委員会及び理事会に報告する。 

  投資信託、仕組債については、市場の動向を把握し、資金運用委員会及び理事会に報告

する。 


